
■向日市まちづくり条例に基づく「都市計画提案」の手続きの流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

提案者 向日市 

計画提案に係る都市計画素案の作成 

住民説明会の実施 

※条例第 25 条第 1 項第 4 号から 

※当該区域及び当該周辺住民対象 

土地所有者等の 2/3 以上の同意 

※法第 22 条の 2 第 3 項第 2 号から 

都市計画提案の提案書作成・提出 都市計画提案（提案書）の受理 

※提案要件を満たしているか確認（法第 22

条の 2 第 3 項及び条例第 24 条第 2 項） 

※意見聴取（条例第 24 条第 4 項） 

市の見解書の作成 

見解書の公表・提案者への通知 

都市計画審議会 

※都市計画の決定又は変更をする必要がな

いと判断する場合（条例第 24 条第 6 項） 

まちづくり審議会 

法 ：都市計画法 

条例：向日市まちづくり条例 


